
 

 

創刊にあたり 
 ご縁を頂戴しました皆様へ、商事法務チーム所属の司法書士より、会社等の法人法制に関する

トピックスをはじめ皆様のお役に立てる情報を定期的にお届けしたく”PLUS Report”を創刊い

たしました。 
 3・6・9・12 月を除いた年 8 回とし随時号外の刊行も予定しておりますので、お付き合いの程

どうぞよろしくお願い申し上げます。 
※ご説明・ご案内の便宜のため、あえて法令上のものと異なる用語・表現等を採用している箇所

がございますので、ご海容の程よろしくお願い申し上げます。 

会社法改正と実務のポイント① （会社の機関 その１） 
  平成 26 年 6 月 27 日に「会社法の一部を改正する法律案」（法律第 90 号、以下「改正会社法」

という。）が公布され、公布日から 1 年 6 カ月を超えない範囲内で政令で定める日をもって施行

されることとされました。現時点では、具体的な施行時期は公表されていないものの、平成 27
年 4 月１日または 5 月１日付で施行されるのではないかという見方が有力です。 
 本号では、会社法改正と実務のポイント①として、取締役や監査役などの株式会社の機関に関

する改正点をピックアップして解説します。今回は社外役員をテーマに採り上げます。 

 

＜社外性の要件＞ 

 Point 社外性の要件の変更（厳格化と緩和） 

 

 ☑「企業統治」いわゆるコーポレートガバナンスの見直しの観点から、社外性の要件とし

て、親会社や兄弟会社の一定の地位にある者や当該株式会社の経営支配者でないこと

に加え、「親族要件」（一定の者の近親者でないこと）も追加されました。 

 ☑他方で、社外性の要件加重との均衡から社外役員の人材確保の必要性等に鑑み、一部要

件の緩和も併せて行われました。 

 

 （１）社外取締役 

  ①社外性の要件に以下の点が追加されます（要件の厳格化）。 
 ・親会社の取締役・執行役・支配人・その他の使用人でないこと 
 （改正会社法 2 条 15 号ハ）。 
  ※親会社の (社外) 取締役による兼任ができなくなります。 
 ・当該株式会社の経営支配者（自然人に限る）でないこと（同上） 
  ＊「経営支配者」の定義は省令（会社法施行規則）により定められます（50％を超え

る議決権を有する株主であること等が、改正案としてパブリックコメントに付されて

います）。 

PLUS Report （創刊号） 



 

 
  ・兄弟会社の業務執行取締役等でないこと（同条同号ニ） 
  ＊「業務執行取締役等」の定義は以下のとおりです（同条同号イ）。 
   ＝「当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役～若しくは執行役又は支配人 
    その他の使用人」 
 ・経営支配者（自然人に限る）又は当該株式会社の取締役・執行役・支配人その他の重

要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族でないこと 
 （同条同号ホ）。 
 

  ②社外性の要件について対象期間が導入されます（要件の緩和）。 
  ・その就任前 10 年の間に、当該会社又は子会社の業務執行取締役等でなかったことに

限定されます。（同条同号イ）。 
 ・ただし、その就任前 10 年内のいずれかの時において、当該株式会社又はその子会社

の取締役・会計参与・監査役であったことがある者（業務執行取締役等であった者を

除く）にあっては、それらへの就任の前 10 年間、当該会社又はその子会社の業務執

行取締役等であったことがないことが求められます（同条同号ロ） 
   ＊例えば、株式会社の業務執行取締役が、その退任から 10 年を経過しない間に監査

役に就任していた場合、仮に上記の要件（10 年）を満たしていた＝業務執行取締役を

退任してから 10 年超経過していたとしても、社外取締役としての機能を十分に果た

しうるほど、業務執行者からの影響が希薄化したということはできないと考えられま

した。 

 

 

 （２）社外監査役 

  ①社外性の要件に以下の点が追加されます（要件の厳格化）。 
 ・親会社の取締役・監査役・執行役・支配人・その他の使用人でないこと 
  （改正会社法 2 条 16 号ハ）。 
  ※親会社の (社外) 監査役による兼任ができなくなります。 
 ・当該株式会社の経営支配者（自然人に限る）でないこと（同上） 
  ＊社外取締役と同じ趣旨です。 
  ・兄弟会社の業務執行取締役等でないこと（同条同号ニ） 
  ＊社外取締役と同じ趣旨です。 
 ・経営支配者（自然人に限る）又は当該株式会社の取締役・支配人・その他の重要な 
  使用人の配偶者又は二親等以内の親族でないこと（同条同号ホ）。 
  ＊社外取締役と同じ趣旨です。 
 

  ②社外性の要件について対象期間が導入されます（要件の緩和）。 
   その就任前 10 年の間に、当該会社又は子会社の取締役・会計参与・執行役・支配人  

その他の使用人でなかったこと限定されます（同条同号イ）。 



 

 ・ただし、その就任前 10 年内のいずれかの時において、当該株式会社又はその子会社

の監査役であったことがある者にあっては、その監査役への就任の前 10 年間、当該

会社又はその子会社の取締役・会計参与・執行役・支配人その他の使用人であったこ

とがないこと（同条同号ロ） 
   ＊社外取締役と同じ趣旨です。 

 

 

～実務のポイント～ 

 

 ①社外取締役及び社外監査役の要件に関する改正については、改正会社法の施行後最初に

到来する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは従前の例による（附則第 4条）

とされており一定の猶予が設けられておりますが、グループ内の兼任状況の精査・確認は

速やかに対応されることが好ましいものと考えます。 

 

 ②なお、金融庁及び東京証券取引所は、上場企業の行動指針を定めたコーポレートガバナ

ンスコード（企業統治の原則）の原案として２人以上の社外取締役を置くよう求めること

を盛り込んでおり、2015年中に東京証券取引所の上場企業へ適用される見通しとなってい

ることから、既存の社外監査役を社外取締役に「スライド就任」させ監査等委員会設置会

社へ移行する動きを促す要因ともなりそうです。 

 

（文責 パートナー司法書士 森田 良彦） 

 

 

 
（お問合せ先） プラス事務所～司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士法人～ 

            福岡オフィス所属  司法書士 森田良彦 ・ 司法書士 小野絵里 ・ 司法書士 宮城誠 

東京オフィス 
 〒104-0031 
 東京都中央区京橋 1丁目 1番 1号 八重洲ダイビル 7F 
 TEL 03-3516-1447 / FAX 03-3516-1448 

佐世保オフィス 
 〒857-0041 
 長崎県佐世保市木場田町 1番 1号 松永ビル 1F 
 TEL 0956-23-5400 / FAX 0956-23-5440 

福岡オフィス 
 〒810-0001 
 福岡市中央区天神 2丁目 14番 8号 福岡天神センタービル 3F 
 TEL 092-752-8266 / FAX 092-752-8267 

熊本オフィス 
 〒860-0806 
 熊本市中央区花畑町 4番 1号 太陽生命熊本第 2 ビル 6F 
 TEL 096-342-4300 / FAX 096-342-4302 

 


